
建 設 発 生 土 の 利 用 と 処 理 指 針

（目 的）
第１条 建設工事に伴い発生する土砂（以下「建設発生土」という ）の抑制を図るとともに、有効利用。

を促進し、環境保全並びに建設事業の円滑な推進を行うことを目的とする。

（適 用）
第２条 本指針は、建設発生土が発生または建設発生土を利用する土木部及び地域振興局土木部の発注工

事に適用する。

（適用基準等）
第３条 建設発生土を利用する場合は、発生土利用基準（平成１９年２月１４日付け土技第８４３号）に

よるものとする。
、 、なお 本基準では第１種から第４種建設発生土及び泥土の区分はコーン指数により決定されるため

原則として設計段階でコーン指数試験をしておくものとする。

（基本方針）
第４条 建設発生土の発生・搬出抑制、工事間利用の促進及び適正処分を柱とし、以下のとおりとする。

（ ） 、 、 。１ 計画・設計段階から切土 盛土のバランスをとる等 可能な限り建設発生土の現場内利用を促進する

（２）現場内流用後、更に建設発生土の搬出入が生じる場合は、建設発生土情報交換システムを活用し、
可能な限り工事間利用を促進する。

（３）やむを得ず捨土を行う場合は、発注者が建設発生土の行き先を完全に把握するため指定処分とし、
残土の受入場所及び運搬経緯等の条件明示を徹底するとともに、積算にあたっては、残土の処理費等
を適正に計上するものとする。

（４）指定処分として発注した後も、建設発生土情報交換システムを活用し、工事間利用となるようの調
整を行い、常に発生土の有効活用をするものとする。

（設 計）
第５条 建設発生土の搬出と利用についての取扱いは次によるものとする。
（１）工事現場からの搬出

・工事現場から建設発生土が発生する場合、経済性にかかわらず、原則として、５０ｋｍの範囲内の他
の工事現場へ搬出する。

なお、建設副産物対策連絡協議会等で調整済みの場合はその調整結果を優先することとする。
・他の建設工事との受入時期および土質等の調整が困難である場合は、原則として指定処分とする。

（２）建設発生土及び建設汚泥処理土の利用
・工事現場から５０ｋｍの範囲内に建設発生土または建設汚泥（建設汚泥が発生する工事現場または当

該工事現場において所要の品質を満たす建設汚泥処理土への改良が可能な場合）を搬出する他の建設
工事もしくは建設汚泥処理土を製造する再資源化施設がある場合、受入時期、土質等を考慮したうえ
で、経済性にかかわらず、原則として、建設発生土もしくは建設汚泥処理土を利用する。

なお、建設副産物対策連絡協議会等で調整済みの場合はその調整結果を優先することとする。
（３）上記のフローを別記１に示す。

第６条 指定処分についての取扱いは次によるものとする。
（１）指定処分とは、捨土場所及び捨土条件等を特記仕様書に明示し、当該場所に捨土するものをいう。
（２）捨土場所を指定する場合は、現地調査のうえ、公衆災害の防止を含め周辺の生活環境に影響を及ぼ

さない箇所を指定すること。
（３）搬入される建設発生土の状態、地盤状況等を総合的に勘案し、捨土場所の安全性について検討する

こと。
（４）指定処分は以下の箇所を対象とし、関係諸法令を遵守すること。

・海面埋立工事
・圃場整備や区画整理等
・公的なストックヤード
・公的な処分場



・民間の工事または、民間の造成工事
・業者が所有する仮置場等
・民間が経営する処分場

第７条 建設発生土情報交換システムの利用について
（１）建設発生土を搬出または搬入する全ての工事は、工事間利用を行うため建設発生土情報交換システ

、 、ムへの登録を行い 工事現場から５０ｋｍ以内の工事間まで範囲を広げて検索・調整を行うものとし
その結果を設計に反映させるものとする。

ただし、次に掲げるものは登録を省略することができる。
・建設発生土の搬出及び搬入量が１００ｍ 未満のもの。
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・建設発生土の工事間利用が決定しているもののうち搬出量が１，０００ｍ 未満かつ搬入量が５３

００ｍ 未満のもの。３

（２）使用にあたっては、建設発生土情報交換システム運営要領（平成１９年２月１４日付け土技第８４
７号）を参照するものとする。

３ 本システムにより入力・検索が行われ その結果が設計書に反映されているかの確認は 公共 土（ ） 、 、「 （
木）工事設計書照査要領」により照査実施者（事業担当係長）が行うものとする。

（積 算）
第８条 建設発生土を現場から搬出する場合の積算の取扱いは次によるものとする。
（１）工事間利用工事として積算する場合

搬出工事から搬入工事までの運搬費は、経済性に関わらず原則として片道５０ｋｍ以内の範囲で搬出
工事に設計計上するものとする。

ただし、搬出工事で処分費は計上できない。
（２）指定処分として積算する場合

発生土量の多少に関わらず運搬費、処分費及び投棄料等を適正に計上するものとする。
なお、処分費は、当面の間、残土受入地での整地に係る処理費とする。
また、投棄料等とは、受け入れ地での受入料等であり、その基準が明確である場合は、検討のうえ積

算計上を行うことができるものとする。

（施 工）
第９条 現場管理について
（１）受入地での施工、建設発生土の搬入にあたり騒音、振動、塵埃等の防止に努めること。
（２）監督職員は、捨土箇所の現場管理および請負業者の指導監督に努めるとともに、請負者に写真及び

関係書類等を整理提出させること。
（３）土捨完了後は速やかに監督職員立会のもと完了確認を行うこと。
（４）監督職員は、指定処分地に関する情報の集積のため、請負業者から提出された建設発生土の処理処

分状況の記録の写しを各地区建設副産物対策連絡部会事務局に提出すること。

（雑 則）
第１０条 この指針に定めのない事項については、事業主管課及び土木技術管理室と協議すること。

（附 則）
第１１条 この指針は平成１０年１０月１日以降の決裁分より施行する。

平成１４年５月１日一部改訂する （建設発生土情報交換システムの利用）。
平成１４年１０月１日一部改訂する （任意処分の削除）。
平成１６年５月１日一部改訂する （発生土利用基準）。
平成１９年４月１日一部改訂する （建設汚泥処理土の利用）。



別記１

建 設 発 生 土 の 処 理 フ ロ ー
システム：建設発生土情報交換システム

段階 発生土の搬出 発生土の搬入
【 】 【 】システムに登録 システムに登録

予定情報 予定情報計

画 【システムでの検索】 【システムでの検索】
５０ｋｍ以内に建設発生土 ＹＥＳ ＹＥＳ ５０ｋｍ以内に建設発生土

及 を搬入する工事があるか を搬出する工事があるか
ＮＯ

び 受け入れ時期、 受け入れ 【システムでの検索】
土質等の調整が 時期､土質 ５０ｋｍ以内に建設汚泥NO YES YES NO

積 可能か 等の調整 を搬出する工事があるか
が可能か ＹＥＳNO

確固たる処分場があるか 所要の品質を満たす
算 ＮＯ ＹＥＳ 建設汚泥処理土へ搬

現地調査 ＮＯ 出側の負担で改良し

（

当 てもらえるか
周辺環境に影響を与えな ＹＥＳ

初 いか。処分地は安全か。 ＮＯ ＮＯ 受け入れ時期、土質
ＹＥＳ 等の調整が可能か

）

YES別途考慮
（公共工事にお ５０ｋｍ以内に建設 建設汚泥の
ける建設副産物 汚泥処理土を製品化 工事間利用

YESの再生利用実施 して販売する再資源
要領参照） 化施設があるか 建設汚泥処

ＮＯ 理土の購入

指定処分 工事間利用 購入土 別途
別途 建設汚泥の処理

と建設汚泥処理
契 【システムでの発注処理】 土の利用指針

を参照
発注後情報約

施 【システムでの検索】 【システムでの検索】
工 ５０ｋｍ以内に建設発生土を ５０ｋｍ以内に建設発生土
及 搬入する工事があるか を搬出する工事があるか
び ＮＯ ＹＥＳ ＹＥＳ ＮＯ
積 受け入れ時期、 受 け 入 れ 時

NO YES YES NO算 土質等の調整が 期、土質等の
可能か 調整が可能か

（

変
更 指定処分 工事間利用 購入土）

竣 【 シ ス テ ム で の 完 了 処 理 （実 績 入 力）

実績情報工


